
令和 8年度第 2回安塚区地域協議会次第 

 

日時：令和 8年 5月 19日（火）午後 6時 30分から 

場所：安塚コミュニティプラザ 3階 大会議室 

 

1 開 会 

 

 

2 自主的審議事項 

⑴ 自主的審議事項について                                       【資料 No.1】 

 

 

3 その他 

⑴ 次回開催   月  日（ ）午後  時  分から 

 

⑵ 市からの連絡事項 

①上越市公共施設等総合管理計画に基づく取組のスケジュール変更について 

【資料 No.2】 

②区内の行事予定ほか 

 

 

4 閉 会 



1 

自主的審議事項のテーマ選定に係る整理表 

 

○ 自主的審議事項で取り上げるテーマを協議するにあたり、各委員が予め、下記の項

目で自らの考えを整理し、地域協議会の会議で発言してください。 

○ この様式は会長や事務局等への提出を要しません。あくまで委員本人の考えの整理

をするために用いるものであり、整理したそれぞれの意見や提案等は会議の場で発言

するものとします。 

 

1 『安塚区における「地域活性化の方向性」』（将来あるべき姿）について 

⑴ 基本認識（安塚区の現状をどう捉えているか） 

【記入欄】 

 

  

資料 No.1 
令和 8 年度第 2 回安塚区地域協議会 

令和 8年 5月 19日 



2 

⑵ 課題（現状の整理） 

① 人口減少と担い手不足 
【記入欄】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 生活インフラの脆弱化 
【記入欄】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 地域経済の縮小 
【記入欄】 
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④ 組織の分散と機能不全 
【記入欄】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 制度と現場の乖離 
【記入欄】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



4 

2 安塚区の主な強み（利点） 

① 豊かな自然資源 
【記入欄】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 地域コミュニティにおける結束 
【記入欄】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 既存組織における情報や経験の蓄積 
【記入欄】 
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④ 政策実験の適地 
【記入欄】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 外部連携の余地 
【記入欄】 
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3 戦略的な視点に立った論点（改善策の提案） 

① 地域運営体制の構築 
【記入欄】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 生活機能の集約と再配置 
【記入欄】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 稼ぐ地域への転換 
【記入欄】 
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④ 雪の価値の見直し 
【記入欄】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 関係人口の戦略的獲得 
【記入欄】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥ 今後の方向性 
【記入欄】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



上越市公共施設等総合管理計画に基づく取組のスケジュール変更について 

資産活用課 

 

総合管理計画に基づく取組（公の施設の適正配置、公の施設の適正管理、公の施設の受

益者負担の適正化（使用料））のスケジュールについて、下記のとおり変更します。 

●変更前（令和 8年 3月～4月に各地域協議会において説明） 

 適正配置 適正管理 使用料 

令和8年度 

R8.4～ 関係者と協議 

R8.7～  地域協議会へ諮問答申 地域協議会へ報告 

R8.9～ 地域協議会へ説明 条例改正議案を提案 

R8.10～  利用者への周知 

R8.12～ 

市議会所管事務調査で

計画案を報告 

パブリックコメント 

 
 

R9.2 
市議会所管事務調査で

後期計画を説明 
  

令和9年度 R9.4 後期計画の取組実施 適正管理の取組実施 使用料等の見直し 

 

●変更後 

 適正配置 適正管理 使用料 

令和8年度 

R8.5～ 市内部見直し（案）の決定 

R8.5 末

～ 

関係者と協議（施設利用者、施設管理者など） 

R8.7～ 
地域協議会へ途中経過

を説明 
地域協議会へ見直し案を説明 

R8.9～ 
地域協議会へ後期計画

案を説明 
地域協議会へ諮問答申 地域協議会へ報告 

R8.11  条例改正議案の決定 

R8.12～ 

市議会所管事務調査で

計画案を報告 

パブリックコメント 

条例改正議案を提案 

R9.1  利用者への周知 

R9.2 
市議会所管事務調査で

後期計画を説明 
  

令和9年度 R9.4 後期計画の取組実施 適正管理の取組実施 使用料等の見直し 

 

資料 No.2 
令和 8 年度第 2 回安塚区地域協議会 

令和 8 年 5 月 19 日 


